
 

 都南の園設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成 18 年 12 月 13 日 

岩手県知事 増 田 寛 也  
岩手県条例第 76 号 
   都南の園設置条例の一部を改正する条例 
 都南の園設置条例（昭和 51 年岩手県条例第 57 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 
都南の園設置条例 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第43条の３に規定する肢体不自由

児施設、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第32条に規定する補装具

製作施設及び障害者自立支援法（平成17年法律第123号）附則第41条第１項の

規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附

則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害

者更生施設から成る総合的な施設として都南の園を盛岡市に設置する。 

療育センター条例 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第43条の３に規定する肢体不自由

児施設、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第32条に規定する補装具

製作施設及び障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第５条第12項に規定

する障害者支援施設から成る総合的な施設として療育センター（以下「センタ

ー」という。）を次のとおり設置する。 

名 称 位 置 

岩手県立療育センター 盛岡市  
（管理） 

第２条 都南の園の管理に関し必要な事項は、知事が定める。 
（指定管理者による管理） 

第２条 センターの管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第

３項の規定に基づき知事が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行

わせる。 
 （指定管理者が行う業務の範囲） 

第３条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業

務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 
(１) 施設及び設備の維持管理に関する業務 
(２) 前号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務とし

て知事が定めるもの 
 （利用料金） 



 

第４条 センターにおいて行う診療及び診断書等の交付（以下「診療等」という。）、

児童福祉法第24条の２第１項の指定施設支援（以下「障害児指定施設支援」と

いう。）、障害者自立支援法第29条第１項の指定障害福祉サービス（以下「指

定障害福祉サービス」という。）並びに同法第77条第１項及び第３項の規定に

よる事業により提供されるサービス（以下「地域生活支援サービス」という。）

を受けた者（以下｢利用者｣という。）は、センターの利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を納付しなければならない。 
 ２ 利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と

する。この場合において、指定管理者がその額を定めようとするときは、あら

かじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。 

(１) 診療等に係る利用料金のうち健康保険法（大正11年法律第70号）及び老

人保健法（昭和57年法律第80号）の規定に基づく診療報酬の算定方法及び入

院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準（以下「算定

方法等」という。）に定めのあるもの 算定方法等により算定した額（消費

税法（昭和63年法律第108号）に規定する消費税及び地方税法（昭和25年法

律第226号）第２章第３節に規定する地方消費税が課されることとなるもの

にあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額（以下「消費

税等相当額」という。）を加算した額の範囲内で指定管理者が定める額） 
 (２) 診療等に係る利用料金のうち算定方法等に定めのないもの 当該診療等

に要する費用を基準として算定した額に消費税等相当額を加算した額の範囲

内で指定管理者が定める額 
 (３) 障害児指定施設支援に係る利用料金 次に掲げる額を合算した額 

ア 児童福祉法第７条第２項の障害児施設支援の種類ごとに障害児指定施設

支援に通常要する費用（同法第24条の２第１項の特定費用（以下この号に

おいて「特定費用」という。）を除く。）につき、同法第24条の２第２項

の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該

障害児指定施設支援に要した費用（特定費用を除く。）の額を超えるとき



 

は、当該現に障害児指定施設支援に要した費用の額） 

イ 特定費用のうち児童福祉法第24条の12第２項の厚生労働省令で定める指

定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準により利用者から支払を

受けることができる費用の額の範囲内で指定管理者が定める額 
 (４) 指定障害福祉サービスに係る利用料金 次に掲げる額を合算した額 

ア 障害者自立支援法第５条第１項の障害福祉サービスの種類ごとに指定障

害福祉サービスに通常要する費用（同法第29条第１項の特定費用（以下こ

の号において「特定費用」という。）を除く。）につき、同法第29条第３

項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該指定障害福祉サービスに要した費用（特定費用を除く。）の額を超える

ときは、当該現に指定障害福祉サービスに要した費用の額） 

イ 特定費用のうち障害者自立支援法第43条第２項の厚生労働省令で定める

指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準又は同法第44

条第２項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営

に関する基準により利用者から支払を受けることができる費用の額の範囲

内で指定管理者が定める額 
 (５) 地域生活支援サービスに係る利用料金 地域生活支援サービスの提供に

要する費用の額の範囲内で指定管理者が定める額 
 ３ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示

する。 
 ４ 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。 
 （利用料金の減免） 

第５条 天災その他特別の事情により利用料金を納付することが困難な場合で、

特に指定管理者において必要と認めた者については、利用料金を減免すること

ができる。 
 （損害賠償等） 

第６条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示



 

するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 
 （補則） 

 第７条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。 
備考 改正部分は、下線の部分である。 
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。ただし、附則第３項及び第４項の規定は、公布の日から施行する。 

 （都南の園使用料等条例の廃止） 

２ 都南の園使用料等条例（昭和 32 年岩手県条例第 42 号）は、廃止する。 

 （準備行為） 

３ この条例による改正後の療育センター条例（以下「改正後の条例」という。）第２条に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の

施行前においても、改正後の条例第４条第２項第１号、第２号、第３号イ、第４号イ及び第５号に規定する額の範囲内で、知事の承認を受けて同条第１項に規

定する利用料金（以下「利用料金」という。）を定めることができる。 

４ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。 

 （一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

５ 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和 31 年岩手県条例第 52 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 
（特殊勤務手当の種類） 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 

(１)～(12) ［略］ 

(13) 夜間看護手当 

(14) ［略］ 

(15) ［略］ 

(16) ［略］ 

(17) ［略］ 

(18) ［略］ 

(19) ［略］ 

（特殊勤務手当の種類） 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 

(１)～(12) ［略］ 

 

(13) ［略］ 

(14) ［略］ 

(15) ［略］ 

(16) ［略］ 

(17) ［略］ 

(18) ［略］ 



 

(20) ［略］ (19) ［略］ 

(21) ［略］ 

(22) ［略］ 

(23) ［略］ 

(24) ［略］ 

(25) ［略］ 

(26) ［略］ 

(27) ［略］ 

(28) ［略］ 

(29) ［略］ 

(30) ［略］ 

(31) ［略］ 

(32) ［略］ 

(33) ［略］ 

(34) ［略］ 

(35) ［略］ 

(36) ［略］ 

(37) ［略］ 

(38) ［略］ 

(39) ［略］ 

（放射線取扱手当） 

第５条 放射線取扱手当は、保健所、生物工学研究所又は都南の園に勤務

する職員が、次に掲げる作業に従事したときに、支給する。 

(１)～(３) ［略］ 

２ 前項の手当の額は、同項第１号に掲げる作業に従事する職員のうち都

南の園に勤務する者にあっては勤務１月につき当該職員の給料月額の100

分の12、その他の者にあっては作業１日につき1,900円の範囲内で、同

(20) ［略］ 

(21) ［略］ 

(22) ［略］ 

(23) ［略］ 

(24) ［略］ 

(25) ［略］ 

(26) ［略］ 

(27) ［略］ 

(28) ［略］ 

(29) ［略］ 

(30) ［略］ 

(31) ［略］ 

(32) ［略］ 

(33) ［略］ 

(34) ［略］ 

(35) ［略］ 

(36) ［略］ 

(37) ［略］ 

(38) ［略］ 

（放射線取扱手当） 

第５条 放射線取扱手当は、保健所又は生物工学研究所に勤務する職員が、

次に掲げる作業に従事したときに、支給する。 

(１)～(３) ［略］ 

２ 前項の手当の額は、同項第１号に掲げる作業に従事する職員にあって

は作業１日につき1,900円の範囲内で、同項第２号又は第３号に掲げる作

業に従事する職員にあっては作業１日につき230円の範囲内で人事委員会 



 

項第２号、第３号又は第４号に掲げる作業に従事する職員にあっては作 の定める額とする。 

業１日につき230円の範囲内で人事委員会の定める額とする。 

（社会福祉施設等勤務手当） 

第６条 社会福祉施設等勤務手当は、都南の園、杜陵学園又は特別支援学

校に勤務する職員が、入所者又は児童若しくは生徒の介助又は指導を補

助する業務で人事委員会の定めるものに従事したときに、支給する。 

２ ［略］ 

（衛生検査業務手当） 

第８条の２ 衛生検査業務手当は、保健所、環境保健研究センター、都南

の園又は北上川上流流域下水道事務所に勤務する職員に対して、次に掲

げる場合に、支給する。 

(１)～(３) ［略］ 

２ ［略］ 

第９条から第９条の３まで 削除 

（夜間看護手当） 

第９条の４ 夜間看護手当は、都南の園に勤務する看護師若しくは准看護

師又は人事委員会がこれらに準ずると認める職員が、正規の勤務時間に

よる勤務の一部又は全部が深夜（午後10時後翌日の午前５時前の間をい

う。第11条において同じ。）において行われる看護等の業務に従事した

ときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、その勤務１回につき3,300円の範囲内で人事委員

会の定める額とする。 

（夜間特殊勤務手当） 

第11条 夜間特殊勤務手当は、警察職員が、正規の勤務時間による勤務の

一部又は全部が深夜において行われる業務に従事したときに、支給する。

 

２ ［略］ 

 

（社会福祉施設等勤務手当） 

第６条 社会福祉施設等勤務手当は、杜陵学園又は特別支援学校に勤務す

る職員が、入所者又は児童若しくは生徒の介助又は指導を補助する業務

で人事委員会の定めるものに従事したときに、支給する。 

２ ［略］ 

（衛生検査業務手当） 

第８条の２ 衛生検査業務手当は、保健所、環境保健研究センター又は北

上川上流流域下水道事務所に勤務する職員に対して、次に掲げる場合に、

支給する。 

(１)～(３) ［略］ 

２ ［略］ 

第９条から第９条の４まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

（夜間特殊勤務手当） 

第11条 夜間特殊勤務手当は、警察職員が、正規の勤務時間による勤務の

一部又は全部が深夜（午後10時後翌日の午前５時前の間をいう。）にお

いて行われる業務に従事したときに、支給する。 

２ ［略］ 



 

（併給禁止） 

第21条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 職員が、次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当の支給される月又は日（漁

ろう手当及び用船手当にあっては、当該手当の支給される期間）につい

ては、当該手当に対応する同表の右欄に掲げる特殊勤務手当は、支給し

ない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の右欄に掲

げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤

務手当の額を超えるときは、その同表の右欄に掲げる１の特殊勤務手当

を支給し、当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤務手当は、支

給しない。 

（併給禁止） 

第21条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 職員が、次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当の支給される月又は日（漁

ろう手当及び用船手当にあっては、当該手当の支給される期間）につい

ては、当該手当に対応する同表の右欄に掲げる特殊勤務手当は、支給し

ない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の右欄に掲

げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤

務手当の額を超えるときは、その同表の右欄に掲げる１の特殊勤務手当

を支給し、当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤務手当は、支

給しない。 

 と畜検査等手当  ［略］    

 放射線取扱手当 社会福祉施設等勤務手当   

と畜検査等手当  ［略］ 

 

 環境衛生検査等業務手当  ［略］   環境衛生検査等業務手当  ［略］  

  ［略］    ［略］  

 衛生検査業務手当 社会福祉施設等勤務手当 

有害物取扱手当 

  衛生検査業務手当  

有害物取扱手当 

 

  ［略］    ［略］  

   附 則 

１～４ ［略］ 

   附 則 

１～４ ［略］ 

５ 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事委員会

が認める場合における夜間看護手当の額については、当分の間、第９条

の４第２項の規定にかかわらず、同項に定める額に1,140円の範囲内で

当該事情に応じて人事委員会が定める額を加算した額とする。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
 （一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正） 



 

６ 一般職の職員の給料の調整額に関する条例（昭和 32 年岩手県条例第 39 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第３条 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団に派遣された者に対する給料

の調整額については、規則で定める。 

 

第３条 岩手県立療育センターの指定管理者（療育センター条例（昭和51年岩

手県条例第57号）第２条に規定する指定管理者をいう。）に派遣された者に

対する給料の調整額については、規則で定める。 

別表 適用区分表（第２条関係） 別表 適用区分表（第２条関係） 

 勤務箇所 職 員 調整数  勤務箇所 職 員 調整数  

  ［略］   ［略］  

 杜陵学園  ［略］  杜陵学園  ［略］   

 都南の園 (１) 肢体不自由児（母子入園又は母子通園の

肢体不自由児を除く。）の育成医療に直接従

事することを本務とする看護師及び准看護師

３

     

  (２) 肢体不自由児又は肢体不自由者の教育及

び指導に直接従事することを本務とする職業

指導員、児童指導員及び保育士 

     

  (３) 肢体不自由児の育成医療又は肢体不自由

者の更生医療に直接従事することを本務とす

る医師、歯科医師、歯科衛生士、理学療法士、

２      

  作業療法士、言語聴覚士及び理療士       

  (４) 肢体不自由児の育成医療又は肢体不自由

者の更生医療に直接従事することを本務とす

る看護師及び准看護師（(１)に掲げる者を除

く。） 

     

  (５) 本務として勤務する園長 

１

     

 特別支援  ［略］  特別支援  ［略］  



 

 学校   学校   

  ［略］   ［略］  

         

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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